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本邦港湾に於ける報時信號

長崎税關報時廻測所　有田邦雄

　航海する船舶が鯖確なる時を必要とすることは言ふまでもない．之が爲に船

舶は航海中に於ては無線電信により，碇舶中に於ては報時信號によって受消す

ることになってみる．

　本邦に於て報時球の設備のあるのは税關港務部の所在地で，横濱，祠1戸，大

阪，門司及び長崎で，報時燈の設備のあるのは祠1戸及び長崎であって，報時球

は査，報時燈は夜の信號である．

　報時球の中横濱，祠」戸に於けるものは明治36年・調より，門司に於けるもの

は数年遅れて明治斗1年六月より，更に長崎に於けるものは明治斗5年より施行さ

れ，最後に大阪のは大11三11年中施行さオ／てるる．就中長崎以外の4球は何れも

東京天恩豪と電結（1E午の5分前になると，東京ノく文甕一一東京中央電信局一

一報時球所在地電信局一一報時球出置を電線を以て忌忌し）して天文嘉より直

接雷電して落球するのである。痴り長崎に於ける報時球は其設立の二時二二に

不完あるべきを憂ひ，報時所の構内に天艦観測の設備をしてみるので，之によ

つて精確なる時を定めて直接落球する様になってみる。

　報時燈信號は長崎にては報時球所在地tC設備し大正12年六月より開始し，毎

夜午後9時を信虚し，面戸に於けるものは海洋氣象藁にあって長崎のと相前後

して開始し，毎夜午後9時20分を信旧してみる・

　　次に血税法規より報時僑號の方法を抜記すれば次の如し．

◎襯儲一關・ル弓鋸羅轟購改ll灘聯明
開港港則施行規則第47欲目依リ報時信號ノ：方法左ノ比定メ昭和2年四月20日9

リ之ヲ施行ス

報時信號ハ毎ロ（侮・横長，祠炉，大阪及門司二在リテハ日曜日及一般ノ休日

トシテ指定セラレタル日ヲ除ク）’本邦中央標準時12時（泥午）帥線威卒時3時

a報時球二依リ之ヲ施行シ長崎二在リテハ更二本邦中央標準時（午後9時）EP

線威平時12時二報時燈二依リ之ヲ施行ス

　　　報時球



228　　　　　　　　　　　　本邦港灘に於けろ報時信號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．梅穐

1’讐黙報嚇装置斜三二白㈱憾テ畑醜

　　報時球ノ位置（水路部町テ海圃二依ル）左ノ如シ

　　横面二在リテハ東経139度38分55秒，北緯35度26分42秒

　　JII；ll戸二在リテノ・東経135度11分41秒，北緯34度40分58秒

　　大阪二二リテハ束：維135度25分56秒，北緯34度38分57秒

　　長崎二在リテハ東経129度52分21秒，北緯32度43分43秒

　　門司二在リテハ東経130度57分39秒，北緯33度56分26秒

2・球ハ常二之ヲ摘ノ下音獺雁若クノ’之湘當スル漸二儲キ琳約・s

　　醐ノ上部灘下二引揚ケjE　ti：降下ス（降下シ始ムノ働ヲ上又テIE午・，）

3・前囎號繊アリタノレトキノ柵横構朧鐡wヲtVls｝　x　｛！1　・〉　tit

　　州県長崎二在リテハ前項ノ：方法二準シ更二午後1時二信號ヲ執行ス

4・購・脚徽徽ヲ爲ス＝　1’ヲ得サ・レトキハ榔臨二國際蹴毎①，

　　拐揚ス

　　　報時　燈

1・報磯・・報嚇鱗近セ・レ信撚二鮒シ3個ノ灘ヲ以テ三触・it＊

　　ス

2・髄燈一之・午後9時約5通謀灘シ引台痢2分nlj反復明滅・前後不

　　動・ナ洞9時0分澱ス但シ鋤難i燈杵後8時58胴8時59分ノ2回・職

　　備開国1・シプ瞬時消燈ス

3・1纐f識・課アリタ・レトキノ’畷ヲ午後9時0分10秒ヨリ30肩白敬復”nx

　　シダル後前項ノ方法二準シ更二午後9時30分二信號ヲ執行ス

斗．故障二依リ報時半解ノ鳥スコトヲ得サルトキハ報時燈ヲ鮎燈セス

PJ．一i・の珈で・麟蝋1即今は欄剛來繍与魁して，灘騰號のes

含には次の2っの特色を有してみる．

1，年中休みなし

2．過、誕ありたる場合にも史に午後1時に再2寅なし得ること

　報時燈信號は長崎の学絶で，帥戸や大蓮の様に大仕掛けのものではないが，

第2項の三三）2州j4’三三以てf確を認めしめ・不動3分間の中の2illlのtWor

信號によって本信號の見取りに便ならしめてみる．


